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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部にブラシ毛が形成された清掃体を芯棒に螺旋状に巻き付けてなる回転清掃体の、前
記清掃体の巻き始め及び／又は巻き終わりの端部と前記芯棒とを固定する固定部材であっ
て、該固定部材は、前記芯棒が挿通可能な挿通孔と、前記清掃体の端部の外周を覆うキャ
ップ部とを有し、前記挿通孔が設けられた面の外側に、該挿通孔と一体的に連なった窓部
を複数設け、隣接する該窓部間に嵌合片を形成し、キャップ部の内径を芯棒の外径よりも
大きくしたことを特徴とする固定部材。
【請求項２】
　挿通孔の仮想円の直径は、芯棒の直径よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載の
固定部材。
【請求項３】
　キャップ部の内周に清掃体の巻き始めと巻き終わりの端部を芯棒の軸芯方向へ押さえ付
けるリブを設けたことを特徴とする請求項１又は２に記載の固定部材。
【請求項４】
　固定部材は、可撓性を有する合成樹脂材からなることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項に記載の固定部材。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の固定部材を備えた回転清掃体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気掃除機の回転清掃体と、空気調和機に取り付けられたエアフィルターの清
掃を行う回転清掃体と、これらの回転清掃体を構成する清掃体の巻き始めと巻き終わりの
端部と芯棒とを固定する固定部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来の回転清掃体は、図１０に示すように、所定の形状に切断された起毛布７０ａを芯棒
７０ｂに接着剤等で螺旋状に巻きつけたものが知られている（特許文献１の図３参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３２９５９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上記従来の回転清掃体７０では、起毛布の端部Ａが浮くことがあり、品質が安定していな
かった。また、使用回数が増えるにつれて、起毛布７０ａが両端部から剥がれてくる場合
があるため、起毛布７０ａの両端部と芯棒７０ｂとの間には確実に接着剤を塗布した後、
芯棒７０ｂに押さえ付ける必要があった。
【０００５】
本発明は上記点に鑑み、芯棒に起毛布を巻き付けた回転清掃体を構成する清掃体の巻き始
めと巻き終わりの端部と芯棒とを確実に固定する固定部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、基部にブラシ毛が形成された清掃体を芯棒に螺旋状に巻き付けてな
る回転清掃体の、前記清掃体の巻き始め及び／又は巻き終わりの端部と前記芯棒とを固定
する固定部材であって、該固定部材は、前記芯棒が挿通可能な挿通孔と、前記清掃体の端
部の外周を覆うキャップ部とを有し、前記挿通孔が設けられた面の外側に、該挿通孔と一
体的に連なった窓部を複数設け、隣接する該窓部間に嵌合片を形成し、キャップ部の内径
を芯棒の外径よりも大きくしたことに特徴を有する。したがって、挿通孔によって芯棒を
挿通させることができるので、芯棒の中間部に清掃体の端部が位置する場合でも対応でき
る。また、キャップ部によって清掃体の端部の外周を覆うことによって、清掃体の端部が
芯棒から剥がれるのを防止することができる。また、窓部から、芯棒に挿通された固定部
材が清掃体の端部に位置しているかを確認することができる。また、窓部から清掃体と芯
棒との間に接着剤を塗布することができる。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、挿通孔の仮想円の直径は、芯棒の直径よ
りも小さいことに特徴を有する。したがって、固定部材は、芯棒の挿通時に、挿通孔と一
体的に連なった窓部方向に拡張するように変形して芯棒に固定されることから、固定部材
の芯棒への固定が確実なものとなる。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、キャップ部の内周に清掃体の巻き
始めと巻き終わりの端部を芯棒の軸芯方向へ押さえ付けるリブを設けたことに特徴を有す
る。したがって、清掃体を芯棒に対して螺旋状に巻き付けた場合に、固定部材を挿入する
時に清掃体の巻き付け方向に捩りながら挿入すればリブが清掃体に接触して確実に清掃体
を芯棒に密着させることができる。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれかの発明において、固定部材は、可撓性を有
する合成樹脂材からなることに特徴を有する。したがって、芯棒を挿通する時に一時的に
変形し易いことから、芯棒への固定部材の作業が容易となる。
【００１１】
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　請求項５の発明は、請求項１～４のいずれかに記載の固定部材を備えた回転清掃体に特
徴を有する。したがって、固定部材により清掃体の端部が固定された回転清掃体は、空気
清浄機や、掃除機や、洗濯乾燥機や、瓶、缶等の洗浄用の回転清掃体として使用する場合
に、使用回数が増えても清掃体の端部が芯棒から剥がれてくるのを防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明では、清掃体の両端部を芯棒に確実に固定することができる。また、窓
部によって、清掃体の端部の位置の確認と、接着剤の塗布とを行うことができる。さらに
、請求項２の発明では、固定部材の芯棒への固定を確実なものとすることができる。また
、請求項３の発明では、清掃体を芯棒に確実に密着させることができる。さらに、請求項
４の発明では、固定部材を変形させることができる。また、請求項５の発明では、空気清
浄機や、掃除機や、洗濯乾燥機や、瓶、缶等の洗浄用として使用する回転清掃体は、使用
回数が増えても清掃体の端部が芯棒から剥がれてくるのを防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明に係る固定部材の正
面図、背面図及び斜視図である。これらの図に示すように、固定部材１０は、芯棒が挿通
可能な挿通孔１０ａと、清掃体の端部の外周を覆うキャップ部１０ｂと、挿通孔１０ａと
一体的に連なった窓部１０ｃとを有している。したがって、挿通孔１０ａと一体的に連な
った窓部１０ｃとによって、４つの嵌合片１０ｄが形成される。
【００１４】
ここで、固定部材１０は、可撓性を有する合成樹脂材によって成形されている。また、挿
通孔１０ａの仮想円の直径は、芯棒の外径よりも小さくなっている。また、キャップ部１
０ｂの内径を芯棒の外径よりも大きくしているので、キャップ部１０ｂは、芯棒との間に
清掃体の端部が挿入できる隙間を有しつつ、芯棒の外周を覆う構成としている。
【００１５】
図２は、本発明の固定部材を取り付けた回転清掃体の正面図と右側面図であり、図３は図
２のＡ－Ａ断面図である。図２に示すように、回転清掃体３０の清掃体１は、芯棒２に対
して螺旋状に巻き付けられており、芯棒２に巻き付けられた清掃体１の両端部に固定部材
１０が固定されている。ここで、図３の断面図を見るとわかるように、清掃体１は基部１
ａとブラシ毛１ｂとから構成されており、芯棒２に螺旋状に巻き付けられた清掃体１の端
部のブラシ毛１ｂは、固定部材１０に巻き込まれている。この基部１ａの外周を固定部材
１０のキャップ部１０ｂで覆うことによって、清掃体１の端部が芯棒２から浮いたり、剥
がれたりするのを防止することができるのである。尚、芯棒２に螺旋状に巻き付けられた
清掃体１の両端部のブラシ毛１ｂが無い状態として、基部１ａのみの外周を覆うように固
定部材１０を固定することも可能である。
【００１６】
そして、固定部材１０の芯棒２への挿入時に、清掃体１の端部が固定部材１０のキャップ
部１０ｂに覆われているか否かを固定部材１０の窓部１０ｃから視認することができる。
【００１７】
また、固定部材１０を芯棒２に挿入し、清掃体１の基部１ａが覆われたのを窓部１０ｃか
ら視認した後、窓部１０ｃから接着剤を塗布することによって、清掃体１の基部１ａと芯
棒２との間、及び清掃体１の基部１ａと固定部材１０との間に接着剤を浸透させ、固着さ
せるのである。
【００１８】
さらに、図４に示すように、固定部材１０の挿通孔１０ａの仮想円の直径Ｄ０は、芯棒２
の外径Ｄ１よりも小さくなっており、挿通孔１０ａと窓部１０ｃとが一体的に連なって形
成されているので、芯棒２に固定部材１０を挿入した時に挿通孔１０ａが拡大する方向（
矢印Ｂの方向）嵌合片１０ｄが変形し、円弧ラインＣ０は、撓んで直線に近いＣ１の状態
に伸びようとするので、固定部材１０の嵌合片１０ｄの先端は、芯棒２を押さえ付ける方
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向に力が作用するので、固定部材１０の芯棒２への固定が確実なものとなる。また、前述
したように、固定部材１０は可撓性を有する合成樹脂材によって成形されているので、芯
棒２への挿入時に変形し易くなっている。尚、図４で示す場合は、芯棒２の外径Ｄ１が固
定部材１０の挿通孔１０ａの仮想円の直径Ｄ０よりも大きくした場合であり、芯棒２の外
径Ｄ１が固定部材１０の挿通孔１０ａの仮想円の直径Ｄ０と同一又は小さい場合には、上
記変形は起こらないが、その場合の固定部材１０も本発明に含まれる。
【００１９】
図５は、本発明の他の実施形態の固定部材２０を示す斜視図である。この固定部材２０は
、芯棒が挿通可能な挿通孔２０ａと、清掃体の端部の外周を覆うキャップ部２０ｂと、挿
通孔２０ａと一体的に連なった窓部２０ｃとを有し、４つの嵌合片２０ｄが形成されてい
るのは上述した固定部材１０と同様である。そして、キャップ部２０ｂの内周に清掃体１
の基部１ａと接触するリブ２０ｅを設けている。このリブ２０ｅは芯棒２の軸心に対して
傾斜させた方向に形成しているので、固定部材２０を芯棒２へねじ込みながら挿入すると
、リブ２０ｅが清掃体１の基部１ａを外側から押圧するので、確実に清掃体を芯棒に密着
させることができるのである。尚、この固定部材２０が取り付けられる回転清掃体が一方
向のみに回転する場合には、清掃体がめくれ易い側の端部、即ち、清掃体の先端が先行し
て回転する側のみに、この固定部材２０を取り付けて、反対側の端部には取り付けないこ
とも可能である。これは、上述した固定部材１０でも同様である。
【００２０】
図６（ａ）は、固定部材２０を回転清掃体３０に固定する場合の説明図であり、図６（ｂ
）は固定部材２０の一部断面図である。固定部材２０を矢印Ｅ方向に回転させながら回転
清掃体３０に挿入すると、清掃体１の基部１ａのめくれを防止しながら、且つ複数のリブ
２０ｅが基部１ａの端から順番に連続的に押さえ込むことができる。また、図６（ｂ）に
示すように、固定部材２０のリブ２０ｅの入り口側Ｆが低く、奥側Ｇが高くなるように傾
斜を付ければ挿入がスムースで、徐々に清掃体１の基部１ａを強く押さえ付けることがで
きる。
【００２１】
図７は、本発明の回転清掃体３０を搭載した空気調和機の縦断面図である。図７において
、空気調和機本体１１は、熱交換器１４と、室内の空気を取り入れる吸込口１２と、熱交
換器１４と吸込口１２との間に配され、吸込口１２から流入する空気中に含まれる塵埃を
捕集するエアフィルター１５と、このエアフィルター１５の上流側に配されると共に、エ
アフィルター１５で捕集された塵埃を除去する清掃装置を有し、この清掃装置は、回転清
掃体３０と、この回転清掃体３０を回転させるための回転駆動手段（図示せず）と、回転
清掃体３０をエアフィルター１５の上流側の表面に沿って上下方向に移動させる上下移動
手段（図示せず）にて形成されてあり、室内の空気を吸込口１２から吸収し、エアフィル
ター１５、熱交換器１４を通して吹出口１３から熱交換された空気を室内に吹き出す送風
ファン１６とを備えている。回転清掃体３０により除去された塵埃は、集塵ケース２３に
捕集され、空気調和機の外部に排出される。尚、塵埃を一旦、集塵ケース２３に溜めてお
いて、その後、集塵ケース２３を取り外して塵埃を捨てる構成とすることもできる。
【００２２】
図８は、本実施形態における掃除機用床吸込具６０の上ケースの一部を切り欠いた斜視図
、図９は、掃除機用床吸込具６０を接続した電気掃除機の全体側面図である。
【００２３】
図８における回転清掃体３０の両端に、掃除機用床吸込具６０に回転自在に保持するため
の軸受け３３を取り付け、掃除機用床吸込具６０を装着させる。４８は底面に細長い横長
の開口部３７を有する掃除機用床吸込具６０の下ケース、３８は掃除機（図示せず）に接
続される吸気パイプ、４３はモータ４２の回転を回転清掃体３０に伝えるベルトである。
【００２４】
また、上記構成による掃除機用床吸込具６０を、図９の掃除機本体５０の延長管５７に接
続して、掃除機本体５０を運転し、ハンドルパイプ５６を操作して掃除機用床吸込具６０
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回転清掃体３０が回転し、塵埃が掻き上げられ、電動送風機５２による吸引力で空気と共
に塵埃が延長管５７、ホース５５を通って集塵室５１に流れ込み、そこで塵埃が捕集され
る。
【００２５】
尚、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の実施形態をとることができることは
言うまでもない。例えば、本発明に係る回転清掃体は、上述したとおり、空気調和機や掃
除機用床吸込具に設置することができるが、その他には、洗濯乾燥機、瓶・缶等の洗浄機
にも設置することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明の固定部材及び回転清掃体は主に室内の冷房、暖房、除湿等を行う空気調和機の
エアフィルターの清掃のためと、掃除機による室内の清掃のために利用される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る固定部材の正面図、背面図及び斜視図。
【図２】回転清掃体の正面図と右側面図。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図。
【図４】固定部材の変形を説明した正面図。
【図５】本発明の他の実施形態の固定部材を示す斜視図。
【図６】固定部材の挿入時を示した斜視図と固定部材の一部断面図。
【図７】本発明の回転清掃体を搭載した空気調和機の縦断面図。
【図８】掃除機用床吸込具の上ケースの一部を切り欠いた斜視図。
【図９】掃除機用床吸込具を接続した電気掃除機の全体側面図。
【図１０】従来の回転清掃体を示す斜視図。
【符号の説明】
【００２８】
　１　清掃体
　１ａ　基部
　１ｂ　ブラシ毛
　２　芯棒
　１０、２０　固定部材
　１０ａ、２０ａ　挿通孔
　１０ｂ、２０ｂ　キャップ部
　１０ｃ、２０ｃ　窓部
　１０ｄ、２０ｄ　嵌合片
　２０ｅ　リブ
　３０　回転清掃体
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